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予定価格が５億円以上の工事は、「公告文10　入札保証金及び契約保証
金に関する事項（2）契約保証金」のとおり、役務的保証となります。

質疑回答52において、契約保証に関して「役務的保証必要」と記載され
ています。豊中市上下水道局会計規定、第46条には、「工事請負契約
の契約保証金は100分の10以上とする。」と記載されており、加えて、過
去の同規模工事においても、現場説明書等に金銭的保証と明記されて
います。今回工事は、施工上、何か特別な制約がある為、役務的保証
が必要となったのでしょうか。
それが理由でしたら、特別な制約が何かをお教えください。

現場説明書に記載された③セグメントにおける諸経費対象額の算出に
関して、諸経費対象外とは、共通仮設率分、現場管理費、一般管理費
の全ての経費の対象外という事でしょうか。
それとも、共通仮設費率分、現場管理費の対象外で、一般管理費は対
象なのでしょうか。

シールド機の運搬に関して、悪路、冬期、深夜・早朝割増は計上されて
いないと考えてよろしいでしょうか。

運搬費：仮設材運搬に関して、冬期、深夜・早朝割増は、計上されてい
ないと考えてよろしいでしょうか。

質疑・回答書

告示番号 第２９号 件　　　　名 平成26年度下水道築造工事（原田中央幹線・その２）

質疑事項 回　　　　答No

共通仮設率分、現場管理費、一般管理費の全ての経費の対象外です。

そのように考えて結構です。

そのように考えて結構です。
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シールド工事特記仕様書[Ⅱ]セグメント製作と検査に関して、[9]検査に
おいて「下水道協会の認定品を使用する場合は、検査不要。認定以外
のセグメントを使用する場合は、当初のみ立会検査」と記載されていま
す。また、[13]使用セグメントでは、「本工事に使用するセグメントは、日
本下水道協会認定の新品」と記載されています。
つまり、今回工事では、認定品しか使用しないので、立会検査は必要
無いと考えてよろしいでしょうか。

そのように考えて結構です。立会検査が必要な場合は別途協議します。

70

セグメント単価に含まれる検査費用とは、自主検査費用であり、立会検
査などで発生する費用は、含んでいないと考えてよろしいでしょうか。セ
グメント単価に含まれる検査費用とは、どういったものをお考えでしょう
か。
また立会検査費用を考慮されている場合、それは共通仮設費率分で
の計上と考えてよろしいでしょうか。

セグメント単価に含まれる検査費用とは、自主検査費用です。立会検査が
必要な場合は別途協議します。

71

質疑回答11において、「ストレート価格、テーパー価格の区分はしてい
ないと」お答えになっています。
「ストレート価格、テーパー価格を区分したセグメント見積」は、積算に
使用しないという事でしょうか。 そのように考えて結構です。

72

質疑回答50において、「第64号明細書―第149号代価表 で計上されて
いるのは、積込費と運搬費」とお答えになっています。今回入札時の積
算では、第149号代価表は、処分費を含んでいないという事なのでしょ
うか。
第149号代価表は、設計書の他の明細書でも使用されています。処分
費の計上は、落札後の協議事項なのでしょうか。

№64の回答を参照して下さい。

豊中市総務部契約検査室　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp



質疑・回答書

告示番号 第２９号 件　　　　名 平成26年度下水道築造工事（原田中央幹線・その２）

No 質疑事項 回　　　　答

73

第420号代価表に関して、積込、運搬費は計上されているが処分費は
計上されていないと考えてよろしいでしょうか。

第149号代価表と同じ代価です。№64の回答を参照して下さい。

豊中市総務部契約検査室　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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第149号代価表、第420号代価表に処分費が含まれていない場合、先
にご提示いただいた積算処分地一覧に記載された「コンクリート塊（無
筋）森山建設工業　昼」の処分費数量が0となりますが、それでよろしい
のでしょうか。 処分費は含まれております。№64の回答を参照して下さい。

75

質疑回答57において、「数量は「1ｔ」だが、処分費単価は1.2（比重分）を
乗じてください。」と答えられています。「例えば、比重分を考慮しない単
価が1,000（円/ｔ）の処分費であった場合、計上する金額は、1ｔ×1,000
（円/ｔ）×1.2＝1,200円となる」という事を言われているのでしょうか。 そのように考えて結構です。


